
相馬市農地バンク制度実施要綱

（趣旨）

第一条 この要綱は、相馬市内の農地を有効活用することにより遊

休農地の発生防止及び解消、規模拡大を図る担い手農家への情報提

供並びに新規就農者の参入促進を目的とし、農地の賃借及び売買に

関する情報を収集及び公開するため、相馬市農地バンク制度（以下

「農地バンク」という。）の設置及びその事業実施について必要な

事項を定めるものとする。

（定義）

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

一 農地バンク 市内に存する農地であって、その所有者が貸出し

又は売渡しを希望するものについて、情報を登録し、農地の借受け

又は買受けを希望する者にその情報を提供する制度のことをいう。

二 農地情報 貸出し又は売渡しを希望する農地の所在地番、面

積、現在の利用状況、地図上の位置等の情報で個人が特定されない

ものをいう。



三 個人情報 個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五

十七号）第二条第一項に定める個人情報をいう。

四 所有者 農地に係る所有権により、当該農地の貸出し又は売渡

しをできる者をいう。

（実施主体）

第三条 農地バンクの実施主体は、相馬市農業委員会（以下「農業

委員会」という。）とする。

（適用上の注意）

第四条 この要綱は、農地バンクの利用以外による農地の取引を妨

げるものではない。

（農地の登録申請等）

第五条 所有する農地を農地バンクに登録しようとする者（以下

「申請者」という。）は、相馬市農地バンク登録申請書（様式第一

号）及び相馬市農地バンク登録カード（様式第二号）により、農業

委員会の会長に申請しなければならない。

２ 農業委員会は、前項の規定による登録の申請があった場合は、

その内容等を確認し、適切であると認めたときは相馬市農地バンク

登録農地台帳（様式第三号。以下「登録農地台帳」という。）に記



載し、以後の当該農地に係る動向等を逐次、相馬市農地バンク登録

農地経過記録（様式第四号）に記載するものとする。

３ 農業委員会は、前項の規定により登録をしたとき又は第一項の

規定による申請について次の各号のいずれかに該当するときは、相

馬市農地バンク登録完了（却下）通知書（様式第五号）により当該

申請者に通知するものとする。

一 所有者が、相馬市暴力団排除条例（平成二十四年相馬市条例第

三十二号）第二条第一号に規定する暴力団、同条第二号に規定する

暴力団員又は同条第三号に規定する暴力団員等であると認められる

者であるとき。

二 登録しようとする土地の登記地目が農地以外であるとき。

三 農地バンクへの農地の登録が転用目的であると認められると

き。

四 農地に所有権以外の権利が設定されており、貸借又は売買が困

難であるとき。

五 相続登記が行われていない農地であるとき。

六 農地の所有者以外の者により申請が行われたとき。



七 農地に共有者がいる場合において、共有者全員の同意を得てい

ないとき。

八 休耕している農地である場合において、保全管理が適切に行わ

れておらず、農地として復旧が困難で、耕作を再開できる現況でな

いとき。

九 農地の隣接地との境界が不明なとき。

４ 登録農地台帳への登録期間は、二年間とする。ただし、再登録

は妨げないものとし、当該再登録する場合において申請者は、第一

項の規定による申請を改めて行うものとする。

５ 農業委員会は、登録農地台帳に登録された情報を、農業委員会

の委員及び農地利用最適化推進委員に提供するものとする。

（農地登録事項の変更）

第六条 前条第二項の規定により農地登録台帳に登録した所有者

（以下「農地登録者」という。）は、当該登録事項に変更があった

ときは、相馬市農地バンク登録変更届出書（様式第六号）を速やか

に農業委員会の会長に届け出なければならない。



（農地登録の抹消）

第七条 農業委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、農

地バンクに登録された農地を登録農地台帳から抹消し、相馬市農地

バンク登録抹消通知書（様式第七号）により、農地登録者に通知す

るものとする。

一 農地登録者から相馬市農地バンク登録抹消の申出があったと

き。

二 相続、貸借、売買等により、農地に係る権利の設定が新たにさ

れたとき。

三 農地バンクに登録された後に第五条第三項各号のいずれかに該

当することが判明したとき

四 第五条第四項に規定する登録期間を経過したとき。

五 農地バンクに登録されている農地について農地法に基づく所有

権移転、転用、非農地化等に係る申請があり、農業委員会に承認さ

れたとき。

（農地登録の終期通知）

第八条 農業委員会は、第五条第四項に規定する農地バンクにおけ

る農地登録期間が経過する前に、登録の終期を相馬市農地バンク登



録終期通知書（様式第八号）により、農地登録者に通知するものと

する。

（農地情報の公表等）

第九条 農業委員会は、農地バンクに登録された農地の情報を次の

各号のいずれかの方法により、公表するものとする。

一 相馬市農業委員会ホームページ

二 その他農業委員会が適当であると認めた方法

２ 前項の規定により公表する農地の情報は、次に掲げる項目（個

人情報を除く。）とする。

一 所在地番、面積及び登記地目

二 案内図及び現況写真

三 土地所有者の貸出し又は売渡しの意向及び希望価格

（農地バンク利用の要件）

第十条 農地バンクに登録された農地の借受け又は買受けをするこ

とができる者は、農業経営基盤強化促進法（昭和五十五年法律第六

十五号）又は農地法（昭和二十七年法律第二百二十九号）の規定に

よる農地の借受け又は買受けが可能な者に限る。

２ 農地バンクの利用は、営農目的に限るものとする。



（農地バンクの利用申請及び通知）

第十一条 農地バンクに登録された農地の借受け又は買受けするこ

とができる者（以下「利用希望者」という。）は、相馬市農地バン

ク利用申請書（様式第九号）及び誓約書（様式第十号）に必要な事

項を記入し、農業委員会の会長に申請しなければならない。

（農地登録者及び利用希望者の交渉及び報告）

第十二条 農地登録者及び利用希望者は、農地の売買、貸借等の契

約及び交渉（以下「契約交渉」という。）に当たっては、売買価格

や賃借料、契約期間等を各当事者間で協議を行い、決定するものと

する。

２ 契約交渉に関する紛争については、各当事者間で解決するもの

とする。

３ 利用希望者は、農業委員会の会長に契約交渉の結果を報告する

ものとする。

（農業委員会への届出又は契約）

第十三条 農地登録者及び利用希望者は、農地バンクにおける契約

交渉が成立した場合は、法令の規定による手続を行わなければなら

ない。



（個人情報の取扱い）

第十四条 農地登録者及び利用希望者は、農地バンクにおける個人

情報の取扱いに関し、法令に定めるもののほか、次に掲げる事項を

遵守しなければならない。

一 個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的の

ために取得し、又は利用しないこと。

二 個人情報を毀損及び逸失することがないよう適正に管理するこ

と。

三 保有する必要がなくなった個人情報は、速やかに廃棄、消去そ

の他の適正な措置を講ずること。

（委任）

第十五条 この要綱に定めるもののほか、農地バンクの実施に関し

必要な事項は、農業委員会が定める。

附 則 この要綱は、令和五年四月一日から施行する。






















